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法学の専門 日本語教育研究は、まだ十分に蓄積されていない。ここでは、学部留学生の法学学習における

問題点をまとめ、その解決のための提案を行なう。留学生はさまざまな問題点を抱えているが、その中に

は 日本人学生に共通する問題点もある。法学専門教員と日本語教員の連携を議論、構築するためには、両

者の鵬分け力弐必要である。留学生固有の大きな問題卓は、知識獲得の前提になる語彙力の不足である。法

学の講義理解に必要な語彙力は、法学教科書の語彙分析によると、日本語能力試験1級 レベルの語彙が使

用語彙になっている程度である。したがって、法学専攻留学生に対 しては、法的思考法の中核をなす論理

的思考を必要とする運用機会の提供によって、日本語力を高める教育が有効であろう。漢字熟語やその複

合語からなる法律用語理解のために、それ らの語構成についての分析力を強化することも必要であろう。

また、講義理解に有効な情報を、法学教員に提供する必要がある。
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1.本 稿の目的

本稿の目的は、法学を専攻する学部留学生の抱える

問題点を明らかにすること、そして、その解決のた

めに 日本語教育ができることは何かを提言すること

である。

深尾(1999)1)に よれば、理工系に比べ社会科学系

の専門 日本語教育の研究や報告は少ない。「法学」に

絞って扱った論文には、田中(1999)2)が ある。法学

日本語の特徴を整理し、留学生が直面 している問題

点を挙げ、制度の改善案にも及ぶ示唆に富むもので

あるが、 日本人学生にも共通す る問題点と留学生固

有の問題点の脇分けが十分ではない。

日本人学生は大学入学以前に法的知識獲得や法的

思考の訓練の機会 を得ていない。木佐(2000)3)が ま

とめた座談会で、高校の 「政治経済」の教科書本文

180頁 中、司法についての記述はわずか3頁 である

との報告がある。だから、 日本人学生、留学生を問

わず、学部で法学を学ぶ者ならだれでも抱える学習

の問題点がある。そ うい う日本人学生にも共通する

問題点と留学生固有の問題点を分けて考えていかな

いと、留学生に、だれが、何を、いつ、 どのような

形で問題点解決の支援をした らいいかとい う連携の

あ り方が、議論、構築できないと思われ る。

考察の手順は、先行研究が指摘 している留学生の

抱える問題点を整理 し、筆者が行なった留学生への

インタビュー資料か ら、問題点の具体例を紹介 し、

日本語教育では 「このようなことが必要なのではな

いか」とい う提言を行な う。

筆者は、2000年 度から神戸学院大学法学部で聴講

生をしている。そこで自ら法学を学ぶ過程 を経験す

るとともに、日本人学生と留学生(少 数ではあるが)

の学習法や、法学専門教員の講義を観察する機会を



得ている。 しかし、法学専攻留学生の 日本語教育を

担当した経験:はないので、本稿の考察は問題提起的

なものであり、今後の実践において検証される必要

がある。

2.留 学生全体の問題点

まず、法律用語は漢語であるか ら、非漢字圏の学

習者にとって漢字が問題点になるであろうことは、

常識的に予想 される。 田中(1999)は 、特に漢字の複

合語(例:不 当利得返還請求、右不動産、判旨など)

の理解が難 しいことを指摘 している。

それから、予備教育では現代語を扱 うだけである

から、旧かなづかい、文語体で表記 されている一部

の条文は理解 しにくいだろう(た だ し、新かな表記

の六法 も市販 されているし、数年内に現代 口語に改

まる予定である)。しかし、条文は抽象化な規定であ

るから解釈が必要で、 どのように解釈 したらいいか

が学習の中心である。その解釈 を説明する教科書の

記述や講義が理解できれば、この問題点は学部生に

は決定的な支障にはならないと思われる。また、法

的知識の獲得は、講義や教科書を通 じて行なわれる。

学部生の場合、教師とい うナビゲーターから得る知

識を核に講義が理解できるかどうかは重要である。

では、「(法学の)講 義がわかった」 とい うのはど

うい うことだろうか。聞き手の立場か ら考えると、

次のような要素があると考えられる。

①話 し手の音声が とらえられて、音の情報が意味の

情報に変換できる。

②話 し手が何について、どのように話 しているか辿

れる。

③話 し手の提供 した内容に納得できる(脇 に落ちる)。

講義中に学習者が行なっている作業は、②をノー ト

に取ることである。そのためには①がスムーズに行

なわれることが必要である。講義中、② と③が同時

に行なわれれば理想的だが、③は講義後になされる

ことも多い。 ノー トにとりあえず筆記 した内容を時

間をかけて読み直 した り、教科書の説明 と照 らし合

わせた り、抽象的な事柄なら具体例にあてはめてみ

た り、その内容が全体の中でどうい う位置づけにな

るのか考えた りする。さて、これ らのどの部分につ

いて特 に留学生は問題 を抱 えているのだろ うか。

まず 、田中(1999)は 、「講義 の聞き取 りが難 しく、

その結果筆 記が進まない」 とい う問題点 があ り、そ

の原 因 と して、知 らない言葉が多い こ と、弁論 が書

面に よるこ とか ら同音異義語が多い こ とを指摘 して

い る。 つま り、主 に①の部分 に関す るこ とであ る。

平尾(1999)4)も 、大学教育 を受 けるに当たって前提

とな り、事前 に学習者が身 につ けてお くべ き 「学 問

用語」(そ の分 野の研究 におい て中等教 育 レベル で

紹介 され る概念や知識 を表す専 門性 の高 い語)が 不

足 してい る と、それ らは講義 中に板書 され る ことも

少な く、特別 な解説 も与 え られ ない ため、講 義理解

が困難 にな ることを指摘 してい る。

それで は、具体的 に どの ぐらい の語彙 力があれ ば

いいのだ ろ うか。学部の講義 の内容 は、教科書 の内

容 と乖離す るこ とはない のが普通 である。 また、予

習や復習の際 は教科書 を読む こ とになるか ら、教 科

書の語彙の レベル が必要 とされ る語彙力 の 目安 と考

えて よい。通常1年 次か2年 次 に配 当 され る 「民法

総則 」 「刑 法総論」の教科書4種 で語彙 レベル を調 べ

てみた。

a.山 本(2001)5)p.30.権 利 能力

b.木 村(1999)6)p.30.刑 法行 為の類型

c.内 田(2001)7)p.248.(法 人の)責 任 の根拠

d.前 田(2000)8)p.245。 相対的法益均衡

の節 を対象 に、次の よ うな作業 を行 なった。

まず、文章 中の漢字 を含 んだ単語 を抜 き出す。そ

れ を 日本語能力試験 の 「出題基準 」9)に あては め、

基準外、1級 、2級 以下 に分類す る。 さらに、専 門

語の 目安 として野澤(1997)10)の 法律用語 リス トに

掲載 されてい るか どうかを調べ た。 ただ し、野澤 リ

ス トは本文 で扱 われ たテーマ の範 囲での法律 関連用

語 なので、 ランダムに選 んだ調査対象 頁 とはテーマ

が重 なる とは限 らないか ら、専門的な言葉 が どの く

らい あるかの大まか な 目安で ある。

aで は、記号 を除 いた403文 字 中、漢字 を含 んだ

単語 は37あ り、基準外5(法 人 、客体、私権、享有 、

始;期)で 全体 の14%、1級12(主 体、資格、有す る、

負 う、根本 、原則、固有 、根拠、規定、～条、出生 、

定 める)で 、2級 以下は20で あ る。野澤 リス トにあ



ったのは下線 を付 した言葉で、1級 の6つ(た だ し、

根 本 と原則 の2語 は野澤 リス トでは根 本原則 の1語

扱い)と2級 の4つ(権 利 能力 ・義務 ・平等)で ある。

bで は315文 字 中、漢字 を含 んだ単語 は53。 基準

外12(刑 法、類型 、要件 、条文、違法、異論 、判例、

阻却、事 由、法益、侵 害、存否)で 全体 の23%、1

級15で 、2級 以下26で ある。 野澤 リス トの言葉 は

上記以外に、1級 に4語 、2級 以下に1語 ある。

cで は348文 字 中、漢字 を含 んだ単語 は55。 基準

外13(野 澤 リス トの言葉 は2)で 全体 の24%、1級

9(同1)、2級 以下23(同6)で ある。

dで は349文 字 中、漢字 を含 んだ単語 は65。 基準

外12(同3)で 全体の18%、1級13(同5)、2級

以下40(同1)で ある。

したがって、1級 レベル な ら、法 学用語 としてで

はな くても一般 的な意 味を知 ってい る言葉 の率が、

aで86%、bで77%、cで76%、dで82%と な り、

お よそ8割 ある。 これ が2級 レベル だ と、知 らない

言葉 の率 がaで46%、bで32%、cで40%、dで

38%と な り、お よそ4割 にな る。 つま り、知 ってい

る言葉 が6割 で、そ こか ら全体 を理解 す るのではか

な り難 しく、調べ なが ら理解す るに して も時間がか

か ると思われ る。

しか も、1級 レベル の語彙 が 「見てわか る」語彙

であ るだけでは不十 分で、耳で聞いて意味や漢字の

見当がついた り、 ノー トに筆記 で きるぐ らい の使 用

語彙 の レベル に達 してい ることが、必要 なレベルで

あ るといえる。

言語 力以外 の問題 点 と して、 田中(1999)は2つ の

点を挙げてい る。1つ は、 日本近代法制史 と日本近

代政治史への理 解不足で あるが、 田中 自身、受験科

目の減 少か ら 日本人学生 にも共通す る問題 としてい

る。 だか ら、 これは、 日本語教員が解決す るべ き問

題 点 とい うよ り、その よ うな情報 を積極的 に教務や

相談室に提 供 し、受講科 目指導の 中で解決す るべ き

もの と思われ る。 とはい え、 日本事情 として 日本語

教員 に任 された場合、学習対象者 を留学生 に絞 って

い る野澤(1997)が 教 科書 として適 当であろ う。

も う1つ の問題 点 は、研 究(学 習)姿 勢 の違い に

ついてであ る。田中に よれば、研究 姿勢 の違 い とは、

とにかく自分の意見を主張することだけに傾いたり、

調査のみを極端に重視 した り、実績のある学者の説

を丁寧に整理することのみに固執 したりす るもので、

結果として、 レポー トや論文が認められず、研究指

導になじまない事例も出て くるとい う。 この違いに

気づかせることが必要で、田中も、一般準備教育用

の教材 として浜田他(1997)11)の 使用などを提案 し

ている。

3.イ ンフォーマン トAさ んの抱える問題点

インフォーマン トAさ んは上海 出身、1965年 生ま

れの女性である注'。夫の留学に同行 し、1988年 か ら

日本で日本語学習を始める(日 本語学校で1年 間)。

95年 まで 日本で出産、育児をしなが ら生活する。95

年に日本語能力試験1級 に合格。同年、夫の卒業 と

阪神淡路大震災のため、帰国。 日系企業総務部に勤

務する。98年 、神戸学院短大の貿易学科入学のため、

単身再来日。 ここを選んだのは、中国か ら直接出願

できる大学や学科が限られていたか らで、最初から

法学部編入を視野に入れていた。そ して、希望通 り

2000年 に併設の四年制大学法学部国際法律学科3

年に編入 した。

このように、日本語を使って生活 した期間が長 く、

日本語力は十分といえる。大学で法学を勉強す るこ

とが念願であ り、将来、夫が弁護士 として独立した

ら注2手伝お うと、学習動機は高い。社会人時代に契

約実務(1度 裁判にもまきこまれた)を 経験 し、そ

の分野ではスキーマが使える。学習環境の うち、経

済的には問題がない。 しかし、一般の学生 よりかな

り年長であるため、友人づ くりが難 しいとい う特徴

を持つ学習者である。

Aさ んは短大での学習は 「楽勝」だったが、法学

部に編入 した とたん、やはり講義を聞きなが らノー

トを取ることが格段に難 しい と感 じた。

「板書 しない先生の講義は、聴解の練習になるか

ら休みませんでしたが、ノー トが取れなくてすごく

不安で した。いいノー トを作って、それをもとに教

科書を読むのがわた しのや り方だったから」

そこで、彼女はノー トを見せてくれる支援者 とし

て、まずスチューデ ン ト・アシスタン トの制度(予



め登録 した学生が随時留学生の学習 ・生活を支援す

る制度。以下SA)を 利用することを考 えたが、現

実にはその制度は交換留学生のためだけで、私費留

学生のためには機能 していない ようにAさ んには思

われた。

「期待 していただけにショックでした。もし、機

能するようになっても、例えば、学期の初めはだれ

がSAか わからないから、先生が留学生がいるか確

認 して、SA、 隣に座ってあげなさいって言ってく

れた ら、気持ちの負担がずっと軽 くなると思 う」

彼女は独自に 「まじめそ うな」学生を見つけ、友

人関係 を結び、ノー トを見せ合った り、「自分のこと

ば」で考え合った りしなが ら、知識の獲得、定着 を

図っている。

「年の差もあるか ら目本人か らは近づいてこない。

でも、もともと人 とつき合 うことは大好きだから自

分から近づいてい くことに抵抗はなかった。平 日に

アルバイ トを入れて しま うと、いつ一緒に勉強する

か、友人の都合に合わせ られなくなるからしない。

友人ができたおかげで勉強はすごく楽になった。先

生の作るレジュメはちょっ と学生のレベル とは違 う。

友だちのノー トの方が、わた しにはわかりやすい。

条文を読むのは最初からあきらめて、どんな意味か

を教科書の解説で理解することにしています」

Aさ んは、受講科 目の成績評価か ら判断して、こ

うした自分の学習方法は概ね妥当であると思ってい

るが、問題点もあるとして、唯一単位が取れなかっ

た 「物権法」の例を語った。実は、この科 目はAさ

んにとって一番わか りやすく、おもしろい科 目であ

り、講義 も図を多用した板書が多く、よいノー トが

作れたと思った。 しかし、定期試験はすべて文字情

報からなる選択式の形で出題された。60分 で25問

5択 を読み、答えを選ぶには時間不足だった。

「読む力が足 りなかったですね。わた しは 日本語

学校で初級の成績がよかったから、中級を飛ば して

上級のクラスに入れ られてしまったんです。1級 の

試験を受ける時 も、細かい書きことばの表現の不足

を感 じました。あと、図で理解 したんですが、たぶ

ん、それは言葉で理解 したんじゃない。時間が迫っ

て焦って くると、目の前の文章 と、頭の中にあるこ

とがうまく会えない感 じ。ただ、後で先生に聞きに

行ったら、ちゃんと読めたところはほとん ど正解だ

ったので、満足だし、評価も納得 しています」

Aさ んの抱える法学学習上の問題点は、まず、「講

義の聞き取 りが難 しいこと」である。ただし、「いい

ノー ト」と言っていることから、情報のつなげ方(2

節で挙げた②の問題)に 苦心しているようである。

そして、その難 しさに対する支援 として、教師の板

書 と友人 との復習が有効であると、Aさ んは考えて

いる。平尾(1999)の 調査でも、講義 をうま く聞けた

要因に、板書を挙げた学習者は70.2%と 多い。

法学の講義中の典型的な板書は、具体的な事例を

作図しながら提示 し、そこに専門用語や概念を加え

てい くものである。つまり、板書をよくする教師は、

抽象化 と具体化の往復運動をす る 「わか りやすい講

義」を行っている。だとすると、法学担 当教員の教

授法の改善が必要なのであるが、米倉(2001)12)に

よると、法学担当教員全員が教授法について高い関

心を持っているとは言えない。神戸学院大が2000

年度に1年 次生配当の基礎専門科 目17ク ラス(延 べ

1187人)で 実施 した学生アンケー トの結果13)で も、

「黒板(OHPを 含む)へ の書き方や文字は見やす

かったですか」 とい う質問に対 して、否定的な回答

をした学生の率は、41.8%で ある。

もう1つ のAさ んの問題点は、観1念的には理解 し

えたことを、書き言葉のレベルにすばや く結び付け

ることが難 しい とい うことだろ う。少なくとも、そ

のスピー ドにおいて、日本人学生よりハ ンディが大

きかったと言える。

4.法 学の専門日本語教育

以上の考察か ら、法学の専門日本語教育をどのよ

うに行な うかの方向性 と、具体的な方法を考えてみ

たい。法学専門科 目は、 日本人学生にとっても留学

生にとっても、白紙の状態で始まる。専門用語の定

義は、教科書でも講義でも丁寧に行なわれ る。それ

は抽象的な表現ではあるが、それにどれだけ具体性

と理論性を加味できるかが、法解釈学習の要諦であ

る。だから、理工系専門 日本語教育で行なわれてい

るような専門用語の辞書作成を、 日本語教員が行 な



う必要はなく、むしろ、 日本人学生も留学生も自分

の力で何度 となく整理 していくことが、法学をマス

ターするためには必要なのである。 したがって、そ

うした整理ができる言語力をつけることこそ、急務

であると思われる。

この筆者の認識は、田中(1999)と は大きく異なる。

田中は用語集や法律文表現辞典の作成を積極的に提

言 している。おそ らく、それは田中が学部生だけで

なく、母国で法学を修めた大学院生 も含めて指導 し

ているからだろう。田中が辞書必要性の前提 として

挙げている、法学 日本語の語彙面 と表現面の特徴(わ

か りにくさ)に ついて、「留学生固有の問題ではない

かもしれないが」 と前置きしている通 り、法学専門

教育の場で教育 され ることであるから、法学専門教

員が担当するのが妥当な領域と考えられる。

専門教育の場では、大坪(1999)14)の 言 うように

知識が 「不十分なときには、ボ トムアップ的なや り

方が採用 される」。法学学習に必要なボ トムアップ的

な力 として、語彙力だけでなく、論理的な思考力が

重要である。法学の専門 日本語教育は、この2つ を

強化する方向で行なう必要がある。

具体的な技能練習には次のようなことが考えられる。

①聞きながらノー トを取る練習。

②取ったノー トから論理的な文章にする練習。

③図を論理的な文章で説明する練習。

④書き言葉の文章を速 く、正確 に、似たようなケー

スの相違点、共通点を、知識 と照 らし合わせなが

ら読む練習。

⑤語彙単位の漢宇教育だけでな く、漢字の音訓をす

ばやく引き出す練習。

⑥漢字の字義の理解を強化 し、漢字熟語やその複合

語の語構成の分析力を強化する。

⑦よい援助者を作るためのスキルを鍛えること。

⑤⑥の漢字の問題については、加納他(1993)15)

で提供されている基礎知識が役に立つだろう。法律

用語を素材に使って、漢字熟語やその複合語の語構

成の分析力を強化するなら、その材料を野澤(1997)

の法律用語 リス トから提供するのが便利だろ う。 こ

れには 「違憲立法審査権(い けん りっぽ うしんさけ

ん)judicialpower to determine the constitu--

tionality of law」 とい うよ うに、読 み方 や英訳 も

ついてい る。

も し、①～④ を、 トピック も法学に関す るこ とで

行な うな ら、 日本語教員 は、ネ イテ ィブス ピーカ ー

の情報読み込み力 と論理 的表現 力を、留学生 のそれ

と比較す るためのモデル提供者 にな る、 と 自らを位

置付 けては どうだろ うか。 そ して、留学生 がその時

点で持 っている 日本語 を論 理的に使 う機会 を提供 し、

留学生 自身 に 「わた しの言 ってい る具体 的な ことを、

抽象的 な表現 で言 うな らこ うな るのか」 とい うこと

を、比較 しなが ら気 づかせ ることによって、使 える

表現 を増や してい くよ うにす るのがいい のではない

だろ うか注・。

5,お わ りに

以上、法学専攻学部留学生の学習上の問題点を考

察 し、彼 らに対する専門 日本語教育の有効な方法を

探ってみた。

筆者が考える専門 日本語教育担当者の役割は、以

下のようなことである。専門学習の基礎 として、1

級 レベルの語彙を使用語彙にまで高めること。その

ために、法的思考に不可欠な論理的思考を必要とす

る、運用機会を提供すること。そこでは、自らが運

用モデルの提供者になり、留学生がそれを自身の運

用力と比較することによって、運用力を高めてい く

ようにすること。それから、漢字熟語やその複合語

か らなる法律用語理解のために、それらの語構成に

ついての分析力を強化すること。また、法学専門教

員に対 して、講義理解には、歴史的知識の補足、教

師の板書、支援者 としての友人の存在が有効である

などの情報を提供することである。

本稿では学部留学生の抱 える問題点を部分的に考

察するにとどまっていて、山下(1999)16)が 行なっ

たようなノー ト・テーキング調査はできなかった。

また、日本人学生の抱える問題点や、法学 日本語そ

のものの特徴についても論 じることができなかった。

今後、一つ一つのことが らについて、さらにデータ

を集め、検証 と考察を重ねていきたい。

また、法学既習者である大学院生への専 日本語教

育も別の検討課題である。



注

1)以 下、2001年6月23日 に筆者が行なったインタビュ

ー資料による。

2)Aさ んの夫は 日本で法学を修め、中国で弁護士資格を

取得 した。現在は会社勤めの傍 ら、ボランティアで 日

本大使館から依頼される、日本人絡みの犯罪の弁護、

相談に当たっている。

3)教 材開発の際、先行する理工系専門 日本語教育の成果

が参考になる。

参 考 文 献

1)深 尾 百 合 子:「 専 門 日本 語 教 育 」 研 究 に期 待 す る も の 、

専 門 日本 語 教 育研 究 、 第1号 、pp,6-9(1999)

2)田 中規 久雄:法 学 日本 語 教 育 につ い て 、大 阪 大 学 留 学 生

セ ン タ ー研 究論 集 、 第3号 、pp,37-47(1999)

3)木 佐 茂雄:座 談 会 「法 教 育 の 可能 性 」、,月刊 司法 改 革 、

15号 、pp16-31(2000)

4)平 尾 得 子:講 義 聴 解 能 力 に 関 す る一 考 察― 講 義聴 解 の 特

徴 と 日本 語 学習 者 が 抱 え る問題 点― 、 日本 語 ・日本 文 化 、

第25号 、pp.1-22(1999)

5)山 本 敬 三:民 法 講 義 ・総 則 、有 斐 閣(2001)

6)木 村 光 江:刑 法 、東 京 大 学 出版 会(1999)

7)内 田 貴:民 法 ・[第2版]補 訂 版 、東 京 大 学 出版 会(2001)

8)前 田雅 英:刑 法 総 論 講義[第3版]、 東 京 大 学 出版 会

(ZOOO)

9)日 本 語 能 力試 験 企 画小 委 員 会:日 本 語 能 力 試 験 出題 基 準

(外 部 公 開 用)、 国 際 交流 基金 、財 団 法 人 日本 国 際教 育 協

会(1993)

10)野 澤 素 子:講 義 シ リー ズ3日 本 語 で 学 ぶ 日本 、 教 学 出

版(1997)

11)浜 田麻 里 ・平 尾 得 子 ・由井 紀 久 子:論 文 ワー クブ ッ ク、

くろ しお 出版(1997)

12)米 倉 明:民 法 の教 え方 、 弘 文 堂(2000)

13)神 戸 学 院 大 学 自 己点 検評 価 制度 教 育 活動 小 委 員 会:「学

生 に よる授 業評 価 ア ン ケー ト」調 査 報 告 書 、神 戸 学 院 大 学

(200i)

14)大 坪 一 夫:専 門 日本 語 教 育 研 究 の 一 方 向 、 専 門 日本 語

教 育 研 究 、第1号 、pp.2-3(1999)

15)加 納 千 恵 子 ・清 水 百 合 ・竹 中 弘 子 ・石 井 恵 理 子 ・阿 久

津:智:INTE㎜DIATE㎜JIBOOKVOL,1、 凡 人 社(1993)

16)山 下 直 子:講 義 で の ノー ト ・テ ー キ ン グ の 問 題 点 、 専

門 日本 語 教 育 研 究 、第1号 、pp.24-31(1999)

著者紹介

川森めぐみ:神 戸学院大学人文学部非常勤講師、大

阪外国語大学留学生 日本語教育センター非常勤講師。

[経歴]横 浜国立大学教育学部卒、同大学院修士課

程修了。[専 門]日 本語教育。[趣 味]囲 碁。

英文要旨

This report discusses problems faced by foreign students in faculties of law, and puts forward a number 

of proposals directed at eliminating these problems. The biggest problem of students is in sufficient 

comprehension of lecture Japanese. Basically, Japanese vocabulary of level 1 proficiency is considered 

necessary in order to participate fully in a class (lectures, textbooks, taking notes, etc.) Also, because of 

the proliferation of compound words within a law class materials, the ability to separate Kanji into 

understandable segments is vital. Through the teaching of these skills by Japanese language teachers, 

the obstacles facing foreign students in law faculties can be overcome.


